福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）実施要綱

　（目的）

第１条　この事業は、障がい児通所支援を利用する児童の食事に要する費用について、障がい児通所支援事業を運営する社会福祉法人等（以下「法人」という。）に、その一部を補助することで保護者の負担を軽減することを目的とする。

　（事業内容）

第２条　この事業は、児童が障がい児通所支援の利用において、食事に要する費用のうち、市長が別に定める基準（以下「基準」という。）により、法人が保護者が負担すべき費用の一部を免除したときに、法人に補助する事業とする。

　（対象児童）

第３条　この事業で対象とする児童は、福山市に住所を有する未就学児とする。

　（交付申請）

第４条　補助金交付の申請に当たっては、福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号。以下「規則」という。）第４条に規定する書類の提出を求めるものとする。ただし，同条第１号の事業計画書は福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）事業計画概要書（別記様式第１号）に、同条第２号の収支予算書は収入支出予算書抄本に読み替えるものとし、同条第３号のその他市長が必要と認めた書類として、補助金交付申請理由書（別記様式第２号）を提出するものとする。
　（交付決定）

第５条　前条の規定により申請があったときは、市長はこれを審査の上、適当と認めるものについて予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。

２　市長は、交付決定をしたときは、速やかに福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）決定通知書（別記様式第３号）により、当該交付決定の内容を補助金の交付申請をした者に通知しなければならない。
　（対象児童の確認）

第６条　法人における事業実施に資するため、法人から児童の対象要件に係る問い合わせがあった場合、市長はこれに回答するものとする。ただし、その実施に当たっては、法人は食費補助に係る対象要件確認依頼書（別記様式第４号）及び食費補助に係る個人情報の目的外利用同意書（別記様式第５号）を市長に提出するものとする。

　（補助金の額）

第７条　補助金の額は、対象児童ごとに基準を適用したときの補助単価限度額に、１月の食事提供回数を乗じて得た額の合計額とする。

　（補助金の交付）

第８条　補助金の交付は、次条で規定する月の末日までに各前３月に係るものについて交付するものとする。

２　交付に当たっては、規則に定めるもののほか次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) ３か月ごと　福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）減免内訳書（別記様式第６号）及び福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）実施状況報告書（別記様式第７号）

(2) 年度末　福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）実施状況総括書（別記様式第８号）

　（交付時期）

第９条　この補助金は、４月、７月、１０月及び１月に交付するものとする。

　（補助金の返還）

第１０条　市長は、補助金の交付を受ける者が偽りその他不正により交付を受けたときは、その者から当該補助金を返還させることができる。

　（記録の整備）

第１１条　法人は、食事負担軽減事業に係る記録の整備をするとともに、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年を経過するまでこれを保存しなければならない。

　　　附　則

　この要綱は、２００６年（平成１８年）１０月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、２００７年（平成１９年）７月２５日から施行し、２００７年度（平成１９年度）分の補助金から適用する。

　　　附　則

　この要綱は、２００８年（平成２０年）５月２０日から施行し、２００８年度（平成２０年度）分の補助金から適用する。

　　　附　則

　この要綱は、２００９年（平成２１年）４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、２０１４年（平成２６年）５月３０日から施行し、２０１４年度（平成２６年度）分の補助金から適用する。
附　則

この要綱は、２０１５年（平成２７年）７月１３日から施行し、２０１５年度（平成２７年度）分の補助金から適用する。

附　則

この要綱は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、２０２４年（令和６年）１２月１７日から施行し、２０２４年度（令和６年度）分の補助金から適用する。

福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業（食費補助）に係る市長が別に定める基準

福山市障がい児通所支援利用者負担軽減事業実施要綱第２条の規定に係る補助単価限度額について、別表に掲げる額とする。

別表　補助単価限度額表（第２条関係）

	利用者区分
	補助単価限度額

（１食につき）

	食費区分１
	管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う事業所の利用者
	６０円

	食費区分２
	栄養士による助言・指導の下で取組を行う事業所の利用者
	１６０円

	摘要

　１　生活保護受給世帯、市民税非課税世帯及び市民税が課されている世帯で、世帯の市民税所得割の合計額が３万５千８００円未満の世帯を対象とする。
　２　市民税の額については、対象児童に係る障がい児通所給付費の支給決定において算定基準とされるものと同様とする。




